
　

令
和
７
年
分
所
得
申
告
相
談
を
令
和
８
年
２
月
16
日

か
ら
３
月
16
日
ま
で
受
付
し
ま
す
。

　

相
談
案
内
の
個
別
通
知
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、相
談
期

間
内
に
忘
れ
ず
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
に
持
参
す
る
も
の

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
伴
う
本
人
確
認
書
類

　

次
の
Ⅰ
ま
た
は
Ⅱ
の
い
ず
れ
か

Ⅰ
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
顔
写
真
の
あ
る
も
の
）

Ⅱ
　
A+

B

A
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で
き
る
書
類（
通
知

カ
ー
ド
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
住

民
票
の
写
し
な
ど
）

B
　
本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
、公
的
医
療

保
険
の
被
保
険
者
証
、パ
ス
ポ
ー
ト
、身
体

障
害
者
手
帳
、在
留
カ
ー
ド
な
ど
い
ず
れ
か

ひ
と
つ
）

②
確
定
申
告
の
お
知
ら
せ（
ハ
ガ
キ
）

　

税
務
署
か
ら
送
付
さ
れ
た
方

③
利
用
者
識
別
番
号
等
通
知
書

　

利
用
者
識
別
番
号
等
通
知
書
を
お
持
ち
の
方

④
源
泉
徴
収
票・事
業
主
の
支
払
証
明
書

　

給
与
所
得（
給
料・賃
金
等
）や
年
金
所
得
の
あ
る
方

⑤
生
命
保
険
料
の
支
払
証
明
書

　

生
命
保
険
料
控
除
を
受
け
る
場
合

⑥
地
震
保
険
料
の
支
払
証
明
書

　

地
震
保
険
料
控
除
を
受
け
る
場
合

⑦
医
療
費
の
領
収
書
ま
た
は
医
療
費
の
明
細
書

医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合

実
際
に
支
払
っ
た
医
療
費
が
10
万
円
を
超
え
る
場
合

で
、令
和
７
年
中
に
支
払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書
を
月

別
、個
人
別
、病
院
別
に
整
理
し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、高

額
療
養
費
、生
命
保
険
の
収
入
は
差
し
引
き
に
な
り
ま

す
。

⑧
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制（
医
療
費
控
除
の
特

例
）に
よ
る
領
収
書
等

健
康
の
維
持
増
進
及
び
疾
病
の
予
防
の
取
組
で
、要
指

導
医
薬
品
及
び
一
般
用
医
薬
品
の
う
ち
医
療
用
か
ら
転

用
さ
れ
た
医
薬
品
の
令
和
７
年
中
の
購
入
が
１
万
２
千

円
を
超
え
る
と
き
。こ
の
適
用
を
受
け
る
場
合
は
、現
行

の
医
療
費
控
除
は
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

⑨
身
体
障
害
者
手
帳・療
育
手
帳
等

　

障
害
者
控
除
を
受
け
る
場
合

⑩
農
業
所
得
の
収
支
内
訳
書

収
支
内
訳
書
及
び
農
業
所
得
計
算
ノ
ー
ト
を
領
収
書

等
と
一
緒
に
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。雇
人
費
や
農
作
業

の
委
託
費
、支
払
小
作
料
等
で
領
収
書
の
な
い
場
合
や

相
手
先
を
明
確
に
記
帳
し
て
い
な
い
場
合
に
は
必
要

経
費
と
し
て
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

⑪
免
税
所
得（
免
税
牛
）の
売
却
証
明
書

農
業
を
申
告
す
る
方
名
義
の
売
却
証
明
書
が
対
象
で
、

繁
殖
牛・飼
育
牛
を
売
却
し
た
時
は
必
ず
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。申
告
書
に
原
本
添
付
と
な
り
ま
す
。

※
名
義
変
更
が
必
要
な
方
は
事
前
に
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

⑫
営
業
所
得
の
収
支
内
訳
書

所
得
計
算
に
必
要
な
帳
簿
書
類（
現
金
出
納
簿
、仕
入

台
帳
、賃
金
台
帳
、領
収
書
等
）及
び
収
支
内
訳
書
を
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

⑬
金
融
機
関
の
通
帳
等

所
得
税
の
納
税
や
還
付
手
続
を
す
る
場
合
に
、申
告
者

本
人
名
義
の
口
座
番
号
が
必
要
で
す
。

⑭
住
宅
借
入
金
特
別
控
除
を
受
け
る
場
合
の
書
類

　
※
初
め
て
の
方
は
税
務
署
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

住
宅
ロ
ー
ン
等
を
利
用
し
て
住
宅
用
地
を
購
入
し
た

方
、マ
イ
ホ
ー
ム
を
新
築
や
購
入
、増
改
築
等
を
し
た
時

は
一
定
の
要
件
に
当
て
は
ま
れ
ば
特
別
控
除
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

・請
負
契
約
書
、売
買
契
約
書
等
の
写
し

・家
屋
、敷
地
の
登
記
簿
謄
本

・住
宅
取
得
資
金
に
か
か
る
借
入
金
の
年
末
残
高
等
証
明
書

⑮
そ
の
他

・
令
和
７
年
中
に
土
地
や
建
物
を
売
っ
た
売
買
契
約
書

の
写
し
、譲
渡
の
お
知
ら
せ
、収
用
証
明
書
、買
取
申
出

書
、買
取
証
明
書
な
ど

・令
和
７
年
中
に
保
険
金（
死
亡・満
期
）を
受
け
取
っ
た

保
険
金
支
払
明
細
書

申
告
相
談
が
始
ま
り
ま
す

～ 

必
要
な
書
類
等
の
ご
準
備
を
お
願
い
し
ま
す 

～

問
い
合
わ
せ
　
税
務
課
　
　
☎
５
５ –

３
１
１
３

　
　
　
　
　
　
申
告
会
場
　
　
☎
５
５ –

２
８
５
９
（
期
間
中
の
み
）
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【期　　間】　令和8年2月16日（月）〜 3月16日（月）
【受付時間】　午前9時00分〜 11時30分／午後1時00分〜 4時00分
　　　　　　2月25日（水）及び 3月11日（水）は、受付時間を 午後7時まで延長します。

【会　　場】　平田村役場　別棟会議室

月　日 曜日 指定行政区
2月16日 月 小　　 平

　　17日 火 西 山（ 一 ）
　　18日 水 西 山（ 二 ）
　　19日 木 東山・上北方
　　20日 金 上 北 方
　　24日 火 下 北 方
　　25日 水 駒　　 形

月　日 曜日 指定行政区
2月26日 木 中 倉(一)

　　27日 金 中 倉(二)
3月 2日 月 永　　 田
      3日 火 小 松 原
      4日 水 下 蓬 田
      5日 木 打 違 内
      6日 金 乙空釜・上蓬田

月　日 曜日 指定行政区
3月　9日 月 上 蓬 田
　　10日 火 蓬 田 新 田
　　11日 水 九 生 滝
　　12日 木 鴇 　 　 子
　　13日 金 指 定 な し
　　16日 月 指 定 な し

※行政区ごとに指定日を設けていますが、都合が悪い場合は指定日以外の日でも受付いたします。
※給与所得等の方で年末調整が済んでいない場合は、申告相談においでください。
※年金収入のみの方で諸控除のある場合は、申告相談においでください。
※マイナンバー制度の導入に伴い、申告書に個人番号（マイナンバー）の記載と申告者の本人確認書類が必要となります。

令和 8 年１月１日現在  
平田村に住所がある。  

平田村への申告は、必要ありません。
令和 8 年１月１日現在で住んでいた市区町村にお問い合わせください。

同居の家族に扶養されている。
【はいの場合はＡへ】
【いいえの場合はＢへ】　※税務課賦課係へお問い合わせください。

年金以外の所得が 20 万円を超える
【はいの場合はＣへ】
【いいえの場合はＢへ】

年金以外に収入がある。

医療費・生命保険料・扶養控除などの
所得控除を追加する。  

【はいの場合は B へ】
【いいえの場合は A へ】

下記のいずれかに該当する。  
〇年末調整の内容に変更がある。 
〇医療費控除を受けたい。  

【いいえの場合は A へ】

源泉徴収票の源泉徴収額が0円である。 
【はいの場合は B へ】
【いいえの場合は C へ】

給与以外の所得が 20 万円を
超える。

【はいの場合は C へ】
【いいえの場合は B へ】

給与以外の所得がある。

【はいの場合は C へ】

下記のいずれかに該当する。
○給与収入が2,000万円以上ある。
○2箇所以上から給与をもらっている。
※年途中で退職・就職があり、就職先で
　合算して年末調整した場合は除く。
〇勤務先で年末調整をしていない。 

収入の種類は？
①無収入、非課税収入
　（遺族年金、障害年金、失業保険、労災保険、

生活保護費、福祉年金など）

②年金収入が 400 万円以内 
　【400万円を超える場合はＣへ】 

③給与収入

④①～③以外の収入
　（農業、営業、不動産所得など）

申告をすることで、所得税の還付を受ける。
または、所得税を納付する。

【はいの場合はＣへ】
【いいえの場合はＢへ】

Ａ　申告の必要はありません。
Ｂ　村県民税の申告が必要です。（役場に申告してください。） 
　※村県民税が非課税であることを要件とするサービスや料金の軽減などを受ける場合は
　　 必ず申告してください。
Ｃ　所得税の申告が必要です。    
　　（役場・税務署・ネットで申告できます。）

【はいの場合はＡへ】

年金収入が 158 万円以下である。
※65 歳未満（1月1日現在）の人は 
　108 万円以下。 

はい

はい

はい

いいえ

い
い
え

いいえ

はい

《判定結果》

《スタート》

いいえ

いいえ

①

②

④ ③

※農業・営業・不動産所得がある人や医療控除を受けている人は、必ず支出内訳書や医療費控除の明細書（病院、薬局ごと）を作成してきてください。

申告が必要かどうかのフローチャート

令和7年分 申 告 相 談 日 程 表
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